
 

 議案第１０号 

 

   かすみがうら市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定に    

ついて 

 

 かすみがうら市企業立地促進条例の一部を改正する条例を次のとおり制定す

る。 

 

   平成２９年３月２日提出 

                                    

かすみがうら市長  坪 井  透   

 

   かすみがうら市企業立地促進条例の一部を改正する条例 

 かすみがうら市企業立地促進条例（平成２１年かすみがうら市条例第２８号）

の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第４号中「、家屋」を削る。 

 第２条第７号を第８号とし、第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を

加える。 

（６） 敷地整備・インフラ整備額 企業の立地に必要な土地の整備及び構築

物の整備に要する経費の総額で規則で定める額をいう。 

 第３条第１項に次の１号を加える。 

（３） 敷地整備・インフラ整備助成金 

 第３条に次の１項を加える。 

４ 敷地整備・インフラ整備助成金は、指定事業者による企業の立地に伴う整

備に対し交付する。 
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 第４条に次の１号を加える。 

（３） 敷地整備・インフラ整備助成金 敷地整備・インフラ整備事業費に１

００分の２５を乗じて得た額とし、１億円を限度とする。ただし、本社機

能移転の場合は敷地整備・インフラ整備事業費に１００分の５０を乗じて

得た額とし、２億円を限度とする。 

 第５条各号列記以外の部分中「次の各号に掲げる」を「第１号又は第２号の

いずれかに該当し、かつ、第３号から第７号までのすべての」に改め、同条第

１号を次のように改める。 

（１） 新たに用地を取得し、又は用地を借り受けて事務所等を新設し、増設

し、又は借り受けること。 

 第５条第６号を第７号とし、第５号を第６号とし、第４号中「１０人（中小

企業者にあっては、５人）」を「５人（中小企業者にあっては、３人）」に改め、

同号を第５号とする。 

 第５条第３号を次のように改め、第４号とする。 

（４） 第１号に規定する者にあっては用地の取得又は借受けにかかる契約を

締結した日から、第２号に規定する者にあっては当該増設にかかる工事等

の契約を締結した日、又は増設にかかる敷地整備・インフラ整備工事の契

約を締結した日から規則で定める期間内に操業を開始すること。 

 第５条第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

（２） 企業が所有する土地に事務所等を増設すること。 

 附則第２項中「平成３１年３月３１日」を「平成３２年３月３１日」に改め

る。 

   附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 
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